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子
ど
も
の
火
遊
び
に
使
用
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
７
割
以
上
が
ラ
イ
タ
ー
で
す
。

ま
た
、
５
歳
未
満
の
子
ど
も
が
、
ラ
イ
タ
ー
で
火
遊
び
を
し
た
場
合
、
約
８
割

と
い
う
高
い
割
合
で
死
傷
者
が
発
生
し
て
い
ま
す
。

特
に
、
幼
い
子
供
が
い
る
ご
家
庭
で
は
、
注
意
が
必
要
で
す
。

火遊びによる火災のうち発火源がライター�
であるものの占める割合�
（H11～20東京消防庁管内（12歳以下））�

参 考�

火遊びによる火災のうち発火源がライター�
の火災の死傷者発生率�
（H11～20東京消防庁管内（12歳以下））�

行為者�
年齢�

件数�
（件）�

死者数�
（人）�

負傷者数�
（人）�

死傷者の�
発生率（注１）�

５歳未満�

５歳以上�
12歳以下�

合　計�

98

413

511

3

4

7

75

133

208

79.6

33.2

42.1

発火源が�
ライター�
511件�
（72％）�

その他�
200件�
（28％）�

消
費
者
庁
と
消
防
庁
が
連
携
し
て
、
子
ど

も
の
火
遊
び
に
よ
る
火
災
の
実
態
調
査
を
行

っ
た
と
こ
ろ
、
子
ど
も
の
火
遊
び
に
よ
る
火

災
の
う
ち
、
発
火
源
が
ラ
イ
タ
ー
で
あ
る
も

の
が
半
数
以
上
に
の
ぼ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

ま
し
た
。

次
の
こ
と
に
気
を
つ
け
ま
し
ょ
う
。

●
子
ど
も
の
手
の
届
く
と
こ
ろ
に
ラ
イ
タ
ー

を
置
か
な
い

幼
い
子
ど
も
に
よ
る
ラ
イ
タ
ー
を
使
っ
た

火
遊
び
が
、
重
大
な
事
故
に
つ
な
が
っ
て
い

ま
す
。
ラ
イ
タ
ー
の
保
管
に
は
十
分
気
を
つ

け
、
で
き
れ
ば
子
ど
も
だ
け
を
置
い
て
外
出

す
る
の
は
　
避
け
ま
し
ょ
う
。

●
子
ど
も
に
ラ
イ
タ
ー
を
触
ら
せ
た
り
、
遊

ば
せ
た
り
し
な
い

商
店
で
売
ら
れ
て
い
る
ラ
イ
タ
ー
を
お
も

ち
ゃ
と
間
違
え
、
い
じ
っ
て
い
る
う
ち
に
点

火
し
、
火
傷
す
る
事
故
や
、
家
庭
に
あ
る
ラ

イ
タ
ー
で
遊
ん
で
い
て
点
火
し
、
火
傷
す
る

事
故
も
起
き
て
い
ま
す
。

●
子
ど
も
で
も
簡
単
に
操
作
で
き
る
ラ
イ
タ

ー
を
極
力
購
入
し
な
い

家
庭
に
は
不
要
な
ラ
イ
タ
ー
を
な
る
べ
く

持
ち
込
ま
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。ま
た
、

ラ
イ
タ
ー
を
購
入
す
る
際
は
点
火
操
作
が
複

雑
な
も
の
に
し
ま
し
ょ
う
。

●
理
解
で
き
る
年
齢
に
な
っ
た
ら
、
子
ど
も

に
火
の
怖
さ
を
教
え
る
。

家
庭
や
学
校
ま
た
は
地
域
社
会
に
お
い

て
、
火
遊
び
の
危
険
性
や
適
正
な
火
の
取
扱

い
に
つ
い
て
教
え
る
こ
と
も
必
要
で
す
。

大
人
が
居
な
い
時
や
人
目
に
つ
き

に
く
い
場
所
で
発
生
す
る
こ
と
が
多

く
、
こ
の
た
め
に
火
災
の
発
見
が
遅

れ
た
り
、
初
期
消
火
が
困
難
に
な
る

な
ど
し
て
火
災
が
大
き
く
な
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
も
し
、
火
災
が
発
生

し
た
ら
、
真
っ
先
に
危
険
に
さ
ら
さ

れ
る
の
は
、幼
い
子
ど
も
た
ち
で
す
。

親
や
周
囲
の
大
人
が
注
意
を
払
う
と

と
も
に
、
日
頃
か
ら
子
ど
も
た
ち
に

火
の
恐
ろ
し
さ
と
火
災
予
防
の
大
切

さ
を
教
え
、
理
解
さ
せ
て
お
き
ま
し

ょ
う
。
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消防法の改正により、全国一律に「住宅用火災警報器」の設置が義務づけられています。
設置と維持基準については、政省令で定める基準に従い、各市町村条例で定められ、当

広域管内では平成20年６月１日から義務づけられています。
平成21年度中に渋川広域各市町村で開催されたイベント会場などで、住宅用火災報知

器の設置調査を実施しました。
その結果、渋川広域では、約51.9％の住宅に設置されていることが確認されました。

ご存じですか？ですか？�

　「住宅用火災警報器」「住宅用火災警報器」にはには�
　　　　　　　　　　　　 　    設置義務設置義務があがあります。す。�

ご存じですか？�

　「住宅用火災警報器」には�
　　　　　　 　  設置義務があります。�

なぜ、住宅用火災警報器が必要なのか？

住宅火災から大切なご家族を守るために
住宅用火災警報器は大切な役割を果たして
います。

●住宅火災による死者の増加
●死者の約６割が65歳以上の高齢者
●死亡原因の約６割が逃げ遅れ

Ｑ１．どの部屋に取付るの？

●取付が義務付けられているところ
●取付をおすすめするところ
※7㎡（四畳半）以上の居室が５以上ある階に
は、廊下に火災警報器の設置が必要です

Ｑ２．どんな種類があるの？

●煙式（寝室・階段など）
煙が火災警報器に入ると
音や音声でお知らせします。

●熱式（車庫・台所など）
※大量の煙や湯気が滞留する場所等にお使いになれます。
住宅用火災警報器の周囲温度が一定の温度に達すると音や音
声でお知らせします。

●火災・ガス漏れ複合型
住宅用火災警報器とガス漏れ警報器の機能を複合した警報器

こ
ん
な
事
例
が

あ
り
ま
し
た
！

渋
川
広
域
某
所
の
住

宅
に
お
い
て
、
台
所
の

ガ
ス
テ
ー
ブ
ル
の
消
し

忘
れ
に
よ
り
室
内
に
煙

が
充
満
し
ま
し
た
。

廊
下
及
び
階
段
室
に

住
宅
用
火
災
警
報
器
が

設
置
さ
れ
て
い
た
た

め
、
充
満
し
た
煙
に
よ

り
作
動
し
、
家
族
が
警

報
音
に
気
づ
き
、
早
期

に
消
し
止
め
事
な
き
を

得
ま
し
た
。

【
問
い
合
わ
せ
先
】

渋
川
広
域
消
防
本
部

予
防
課
牲
25
―
４
１
９
３

渋
川
広
域
消
防
署

本
　
署
牲
25
―
０
１
１
９

東
分
署
牲
56
―
２
９
２
６

西
分
署
牲
72
―
２
１
９
９

南
分
署
牲
54
―
２
０
６
４

北
分
署
牲
53
―
３
５
１
３

1,300人�

1,200人�

1,100人�

1,000人�

900人�

800人�
13年�

923923

992992
1,0411,041

1,2201,220

923

992
1,041

1,220

14年� 15年� 16年� 17年�（平成）�

（死者数）�〈住宅火災による死者数〉�

（消防庁データによる）�

約�8585％�約�85％�

1,0381,0381,038
建物火災建物火災�
による死者死者�
建物火災�
による死者�

建物火災�
による死者�

住宅火災以外�
による死者�

煙
　
式

熱
　
式

火
災
・
ガ
ス

漏
れ
複
合
型
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渋
川
広
域
消
防
本
部
で

は
、
平
成
22
年
度
消
防
職
員

採
用
試
験
を
次
の
と
お
り
予

定
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
受
験
資
格
、
試
験

日
程
、
試
験
方
法
な
ど
の
詳

細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
組
合

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（h

ttp
:

//w
w
w
.skn

e
t.o
r.jp
/

）
及

び
各
市
町
村
広
報
誌
で
、
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

◆
募
集
人
員
　

若
干
名

◆
申
込
期
間
（
予
定
）

平
成
22
年
８
月
上
旬
か
ら

◆
試
験
日
程
（
予
定
）

第
１
次
試
験
　
平
成
22
年
９
月
中
旬

第
２
次
試
験
　
平
成
22
年
10
月
中
旬
（
健
康
診
断
含
む
）

10
月
下
旬
（
面
接
）

◆
採
用
時
期

平
成
23
年
４
月
１
日

●
問
い
合
わ
せ
先

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
振
興
整
備
組
合

消
防
本
部
　
総
務
課
　
牲
２
５
ー
４
１
９
１
（
直
通
）

事
務
局
　
　
総
務
課
　
牲
６
０
ー
５
２
０
０
（
直
通
）

※
各
市
町
村
の
掲
載
予
定
広
報
誌
は

渋
川
市
　
７
月
15
日
号
（
７
月
15
日
発
行
）

吉
岡
町
　
７
月
号
（
７
月
２
日
発
行
）

榛
東
村
　
７
月
号
（
７
月
16
日
発
行
）

▲榛東村役場新庁舎で行われた火災想定訓練（一斉放水）

▲火災想定訓練の様子

渋川広域消防本部では、３月２日に火災予防運動
の一環として、榛東村交通安全会女性部長の石川暢

のぶ

代
よ

さんを「一日消防長」に委嘱し、服装点検などの
通常点検に臨みました。
また、榛東村役場新庁舎において行われた榛東村

消防団及び広域消防合同による火災想定訓練を視察
し、激励の言葉をいただきました。
一日消防長行事は、毎年３月と11月の火災予防運

動期間中に実施し、地域住民の防火意識を高めると
ともに、消防職員の士気高揚
を図り火災予防に万全を期す
る目的で、昭和56年秋から
自治会長、婦人会長等各種団
体の代表者に一日消防長を依
頼しています。

▲訓練の講
評をする
石川さん

渋川広域消防本部では、平成10年１月に当広域消
防本部として初めて導入した高規格救急自動車が老
朽化したため更新し、平成22年３月９日から運用を
開始しました。
高規格救急自動車とは、救急救命士が乗車して、

高度な救命処置ができる救急車です。
救急救命士は、従来の救急隊員が行う措置に加え、

医師の指示により電気ショックや器具を用いた気道
の確保などを行うことができます。

▲更新された高規格救急自動車
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●
ふ
る
さ
と
市
町
村
圏
事
業

渋
川
地
区
広
域
市
町
村
圏
が
一
体
と
な
っ
た
魅
力
あ
る
ふ
る
さ
と

づ
く
り
を
行
う
た
め
の
事
業
で
す
。
グ
リ
ー
ン
フ
ラ
ワ
ー
事
業
、
広

域
イ
ベ
ン
ト
助
成
事
業
、
広
報
事
業
な
ど
を
実
施
し
、
圏
域
住
民
へ

の
サ
ー
ビ
ス
向
上
を
め
ざ
し
ま
す
。

●
救
急
医
療
事
業

圏
域
住
民
の
常
時
診
療
体
制
を
確
立
す
る
た
め
、
在
宅
当
番
医
制
、

歯
科
在
宅
当
番
医
制
、
病
院
群
輪
番
制
及
び
夜
間
急
患
診
療
業
務
を

引
き
続
き
実
施
し
ま
す
。

●
火
葬
場
・
斎
場
事
業

圏
域
住
民
が
利
用
し
や
す
い
施
設
運
営
を
念
頭
に
お
き
施
設
の
管

理
を
行
い
ま
す
。

●
ご
み
処
理
事
業

本
年
度
も
昨
年
度
に
引
き
続
き
、
す
べ
て
の
祝
祭
日
（
年
末
年
始

及
び
土
・
日
曜
日
を
除
く
）
の
ご
み
受
入
を
実
施
し
、
圏
域
住
民
へ

の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
努
め
ま
す
。
ま
た
、
容
器
包
装
リ
サ
イ
ク
ル
法

に
基
づ
く
、
び
ん
類
及
び
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
の
リ
サ
イ
ク
ル
に
努
め
、

ご
み
処
理
事
業
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

●
し
尿
処
理
事
業

環
境
に
配
慮
し
た
施
設
の
適
正
な
運
営
及
び
維
持
管
理
を
行
い
ま
す
。

●
消
防
救
急
事
業

消
防
通
信
指
令
施
設
を
活
用
し
迅
速
な
災
害
対
応
を
行
う
た
め
、

老
朽
化
し
た
水
槽
付
き
ポ
ン
プ
自
動
車
を
更
新
し
ま
す
。
ま
た
、
救

急
業
務
の
高
度
化
に
対
応
す
る
た
め
計
画
的
な
救
急
救
命
士
の
養
成

を
行
い
、
救
急
業
務
の
充
実
を
図
り
ま
す
。

●
教
育
関
係
事
業

圏
域
住
民
の
健
全
な
リ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
場
と
し
て
利
用
さ
れ

る
、
広
域
圏
プ
ー
ル
な
ど
の
運
動
施
設
の
維
持
（
補
修
）
管
理
に
努

め
ま
す
。

平
成
22
年
度
主
要
事
業
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